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船舶事故調査報告書 

 

                               令和３年６月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

    委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉                          

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員行方不明 

発生日時 令和元年１２月１日 １１時５０分ごろ 

発生場所 青森県鰺ヶ
あ じ が

沢
さわ

町鰺ヶ沢漁港北北東方沖 

 鰺ヶ沢港北防波堤灯台から真方位０１６°７.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４０°５４.７′ 東経１４０°１５.５′） 

事故の概要  漁船第三十八三
さん

栄
えい

丸は、錨綱の張り合わせ作業中、甲板員が落水し

て行方不明となった。 

事故調査の経過  令和元年１２月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十八三栄丸、７.３トン 

 ＡＭ２－５６０５（漁船登録番号）、個人所有 

 １３.９０ｍ（Lr）×３.１３ｍ×１.１１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、平成１１年７月２４日 

 乗組員等に関する情報 船長 ５６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６３年６月３日 

  免許証交付日 平成３０年６月１４日 

         （令和６年４月２６日まで有効） 

甲板員 ２０歳 

 死傷者等 行方不明 １人（甲板員） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、水温 約１４℃ 

 事故の経過  本船は、船長ほか甲板員１人が乗り組み、底建網（定置網）の設置

準備をする目的で、令和元年１２月１日０７時００分ごろ鰺ヶ沢漁港

北北東方の漁場に向けて同漁港を出港した。 

 船長は、漁場に到着した後、錨綱を設置するため、積載していた重

量約１３０kg の錨（ストックアンカー）４本を、長方形の４角の位

置となるように順次投入し、投入した４本の錨の対角線がほぼ交差す

る地点に直径約１００cm の仮ブイを錨綱と連結して予定していた作
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業を終えた。 

錨綱は、直径約１６mm の浮遊性のあるポリエチレン製ロープで、

底建網の四角から北東および北西方に約２００ｍ、南東および南西方

に約１５０ｍの長さになるように設置されていた。 

錨綱は、同綱が浮遊して他船の航行の障害にならないように水面下

に沈める必要があり、錨を投入する際、同綱を張り合わせて沈められ

ていた。 

僚船（以下「僚船Ａ」という。）は、本船の底建網設置予定地点か

ら東方に約１００ｍ離れたところに、本船と同寸法の錨綱を既に設置

し、錨綱の交差部を仮ブイで表示して帰港していた。  

船長は、‘僚船Ａが設置を終えた錨綱のうち、北西側の１本’（以下

「本件ロープ」という。）が海面に約３０ｍ浮遊していることを認

め、僚船Ａが既に帰港していたので本船で浮遊している本件ロープの

張り合わせを行うこととした。  

船長は、甲板員に浮遊していた本件ロープを左舷後部甲板上に引き

揚げさせ、本件ロープをコイルダウンさせた後、自身は操機・操舵リ

モコン（以下「本件リモコン」という。）を持ち、船尾のキャプスタ

ンを操作して錨につながる本件ロープを巻き揚げ、錨が水面付近まで

揚がったところでキャプスタンに本件ロープを仮止めした。 

船長は、甲板員が錨綱より舷側側に立っていることを認めたもの

の、本件ロープを張り合わせようと、船尾方を見ながら本件リモコン

で機関を後進にかけ、早足で歩く程度の約３ノットの速力（対地速

力、以下同じ。）に調整した後、甲板員及び本件ロープの延伸状況を

確認していない中、機関を中立として船尾方を見ていた。  

本船は、約３ノットの行きあしで後進中、コイルダウンしていた本

件ロープが延伸を続け、後部甲板上の本件ロープが全て延伸してキャ

プスタンに仮止めしていた錨綱に張力が発生した際、１１時５０分ご

ろ甲板員が落水した。 

船長は、甲板員の声を聞き、振り返ったところ甲板員の落水を認

め、本船が風下に圧流されて離れていく中、甲板員をボートフックで

救助しようとしたがボートフックが届かず、続いてロープを投げたが

届かなかった。 

船長は、本船を甲板員に近づけようと、キャプスタンに仮止めして

いた本件ロープを解いて錨を落下させたところ、本件ロープが本件リ

モコンのケーブルと絡み、本件リモコンが海面に落ちるのを認めた。 

 本件リモコンは、船長がキャプスタンを使って本件リモコンを引き

揚げようとしたところ、ケーブルが切断して海没した。 

 船長は、手動操舵、機関付きのクラッチハンドル及び速力調整（ガ

バナー）ハンドルを操作することとし、後部甲板下の船倉に収納して

いた舵頭金物と舵柄を取り出して舵軸に取り付けて操船を行い、甲板
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員との距離が約２０ｍまで接近したところ、１２時００分ごろ甲板員

が力尽きて水中に沈んだのを認めた。 

 船長は、その後甲板員を捜索したが見つけることができず、１２時

１０分ごろ所属する漁業協同組合に携帯電話で本事故の発生を連絡し

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 本船及び僚船Ａの錨綱敷設

状況図、付図３ 甲板員が落水した時の推定状況図、写真１ 本船 

前部甲板から後部甲板の状況、写真２ 後部甲板の状況 参照） 

 その他の事項 救命胴衣及び救命浮環は、船首部の船倉に収納してあったが、船長

及び甲板員は、悪天候でない限り、ふだんから救命胴衣は着用してい

なかった。 

船長によれば、甲板員は２年ほど前から本船に乗船して底建網漁に

従事するようになったが、漁労作業に慣れていなかった。 

船長は、錨綱の張り合わせを何度も行った経験を有していたが、甲

板員は初めての作業であった。 

甲板員は、泳ぐことができなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 甲板員は、行方不明となった。 

 甲板員は、本件ロープの張り合わせ作業中、舷側と延伸していく錨

綱の間に立っていたことから、船長が錨綱を張り合わせた際、落水し

たものと考えられる。 

 甲板員は、泳ぐことが不得手なうえ救命胴衣を着用していなかった

ことから、水中に沈み、行方不明になったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、本件ロープの張り合わせ作業中、甲板員が舷側

と延伸していく錨綱の間に立っていたため、錨綱を張り合わせた際、

落水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船長は、作業中に、張り合わせ中のロープと舷側の間に立つなど

の乗組員の不安全行動を認めた場合、直ちに是正させること。 

・船長は、乗組員が未経験の作業に従事する場合、作業前に作業内

容の説明及び注意事項を与えること。 

・船長は、出漁する際、暴露甲板上で作業する乗組員に対して救命

胴衣の常時着用を徹底させること。 
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鰺ヶ沢港北防波堤灯台 

鰺ヶ沢漁港 

事故発生場所 

(令和元年１２月１日 

  １１時５０分ごろ発生) 

鰺ヶ沢町 

付図１ 事故発生場所概略図 
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付図２ 本船及び僚船Ａの錨綱敷設状況図 

付図３ 甲板員が落水した時の推定状況図 
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錨綱の展張が不足していて、

途中の錨綱が水面に浮遊して

いた。 

仮ブイ 

底建網は本事

故当時設置さ

れていない。 

仮ブイ 

甲板員が浮遊し

ていた錨綱の回

収を行い、船長

が錨綱を巻き揚

げる準備をして

いる状況 
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いて錨綱の張り

合わせを行って

いる状況 

機
関
囲
い 

キャプスタン操作ハンド

船長 
船

甲板員 

水
面
付
近
ま
で
揚
げ
ら
れ
た
錨 

錨綱の張力 

船長が、

錨を仮止

めしたと

きに甲板

員を目撃

した位置 

キャプスタン 

本件リモコン 

浮遊していた

僚船Ａの錨綱 

約３kn の行きあし 

機
関
囲
い 



- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船前部甲板から後部甲板の状況 

写真２ 後部甲板の状況 

船首方 

船尾方 

機関囲い 

甲板員 

甲板員 

舵頭金物 

舵柄 

本件リモコン 

上架中に撮影したので、上下管が上げられた

状態となっている。操業中は、下方に下げら

れ、操業中の障害とならないようになってい

る。 
船首方 

船尾方 

揚網作業中は、船首尾のスタンシ

ョン間を網が左舷方から右舷方に

船上を移動するため、船上が平滑

な状態になっている。 

スタンション 

船尾側のスタンション 


